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 文京区立第九中学校 学校生活について 

 

 学校は集団での生活が基本です。その集団を構成する一人一人が協力

し合い、安心して過ごせるように「ルール」があります。そして、その

「ルール」は、あなた方を縛り付けるためのものではなく、学校生活を

通して、「時」「場所」「場面」をとらえた身だしなみや振る舞いを身

につけてもらうためのものです。   

 

1 安心、安全、さわやかな第九中学校にしよう。 

⚫ 安心 居場所として、心が安らぐ学校。 

⚫ 安全 互いが気を配り、事故のない学校。 

⚫ さわやか 清潔に、整理整頓された環境。 

 すがすがしく、がんばってみようと思える雰囲気。 

2 元気ではつらつとした挨拶や返事、場に応じた適切な言葉づかいができるようになろう。 

 相手を待たずに自らすすんで挨拶ができることや、呼ばれたときに発せられる元気な返事

は、学校だけでなく生涯にわたって必要とされる人間関係向上に向けたコミュニケーションの

１つです。 

3 素直な気持ち、誠実な心をもち、仲間に対する気づかいができるようになろう。 

 正しいことを正しいと言える心、失敗や過ちを素直に申し出ることができる「ごめんなさ

い」と言える心、相手に感謝を伝える「ありがとう」と言える心。どれも本来あるべき理想的

な心です。 

4 自らの役割を自覚し、集団のために力を発揮することができる人になろう。 

 給食当番、掃除当番、委員会・係活動、日直、行事等で自らの力を存分に発揮しようとする

心がけは、巡り巡って自分のところに恩恵となり返ってきます。「自分だけがよければ」では

なく「みんなのために」を意識しましょう。 

5 目標に向かっての努力を惜しまない姿勢でいよう。 

 「自分をどう変化させたいのか」「自分が何を達成したい（しなくてはならない）のか」と

いう目標は、自分の取り組みを後押しする力になります。小さな目標でも立派な目標です。 

 

 

 



 

学校生活についてのルール 

学校生活   登校時間 ８：００～８：１５ 

8:15 に予鈴が鳴った時には教室に着席し、8:20 に朝学習が開

始できることを目標にしています。  

 出欠確認 ８：２０ 

教室内、自席着席です。チャイムの鳴り始めで着席できていな

ければ遅刻となります。  

 登下校時は混雑等を考慮し、原則として１年生が東階段、２年

生が西階段、３年生が中央階段を使用します。  

 用もなくそれぞれの学年生徒が主に使用する廊下や教室等のス

ペースには入らないようにしています。  

 学校には早く来すぎないようにします。特別な事情がない限り

８：００以降に正門を通るようにしてください。  

 廊下は走らず、静かに歩くようにします。  

 「忘れ物をした」等で再登校をする場合は次のようにします。  

①  学校に電話で連絡をする。  

②  標準服あるいは体育着（指示がある場合）で登校する。  

③  門を入ったら「受付」で手続きをする。  

④  まず職員室に寄り、先生に用件を伝える。  

⑤  帰る前に職員室に寄り、報告をする。  

⑥  受付で帰ることを伝える。  

 校内に先生がいない場合は校舎内へ立ち入りはできません。  

欠席  

遅刻  

早退  

見学  

 欠席、遅刻、早退等の連絡は 8:10 までに保護者の方が Home＆

School というアプリを通して連絡してください。  

 早退、授業の見学等の連絡は生徒本人が担任の先生や授業を担

当する先生に伝えることになっています。  

 安全管理上、一度登校したら緊急時を除き校外へ出ることはで

きません。やむをえない場合は保護者様よりご相談願います。  

頭髪   学校生活に支障がないもの。  

 整髪料の使用、脱色、染色、パーマ等の加工は不可。  

 授業等の活動や給食の配膳等で支障がある場合は髪を結ぶ、ま

たは、とめて授業に取り組みます。髪を結ぶときは黒、紺等の

華美でないゴム紐やヘアピンを使用してください。  

禁止事項   自転車を利用しての通学は禁止しています。  

 電子機器類（スマートフォン、ハンディファンなど）の持ち込

みは禁止しています。  

その他   時計の持参は自己責任で可能です。※スマートウォッチ不可  

 玄関の公衆電話は休み時間の使用を許可しています。電話代と

して小銭やテレホンカードを持参することは可能です。  



 

服装について 

⚫ 標準服 儀式的行事に参加するときは服装を揃えてください。  

 説 明  備 考  

ブレザー  
  正 規 販 売 店 で 購 入

し た も の 。  

  ボタンをとめて着用します。  

  変形させず、だらしなく着用しない

ようにします。  

スラックス  

スカート  

  正 規 販 売 店 で 購 入

し た も の 。  

 スカートの場合、丈はひざがかくれ

る長さにします。  

組章  

 

 

 

 

 

 

 

   

シャツ   白色のワイシャツ。   

ネクタイ  

リボン  

 藤色のネクタイ。  

 藤色のリボン。  
 式典の時などには必ず着用します。  

ベルト   華美でないベルト。   派手な装飾がないもの。  

ソックス   白色のもの。   ワンポイントのものは可。  

 

 

⚫ 上記以外、校内生活で着用してもよいもの 

シャツ  

 白色のワイシャツ  

 白色のポロシャツ  

 白色の丸襟ブラウス  

  半袖、長袖は任意です。  

  ボタンダウン、開襟シャツは着用し

ない。  

ニット類  

 ベスト  

（ボタンがないもの）  

 セーター  

 カーディガン  

 色は黒、紺、グレー等の華美でない

もの。暖色のものは避ける。  

 サイズはブレザーから大きくはみ出

さないもの。  

ソックス  
 白、黒、紺・グレー等の華美でないもの。  

 黒色等の無地のストッキング、タイツの着用も可能。  

コート  
 黒、紺、グレー等の華美でないもの。  

 ブレザーの上から着用するようにしてください。  

手袋  

マフラー  

 登下校時に着用可。室内では着用しない。  

 ネックウォーマーも着用可。  

 授業時にひざ掛けの使用は可。  

組章 
（左側） 



 

⚫ 服装についてのルール  

 通学時はブレザーまたはシャツを着用してください。ブレザーだけでは

寒い場合はニット類またはコートを着用してください。  

 衣替えの期間設定はありません。快適に学校生活が過ごせ、かつきちん

とした身だしなみであるようにしてください。  

 原則として学校で許可されているアイテムを組み合わせて着ることは許

可されています。ただし、標準服とジャージを組み合わせることはやめ

てください。  

⚫ 夏季期間の体育着登校について  

 ７月～９月頃の夏季期間は標準服登校・体育着登校を自由に選択でき

る。  

 終業式や始業式、校外行事の際には標準服での参加とする。  

 保健体育の授業後は着替えられるよう、着替えを持参する。   

 

持ち物について 

学年色   １年：青色   ２年：黄色   ３年：赤色  

体育着   ジャージと短パンは全学年共通。名字刺繍入り。  

 半袖シャツのみ学年色の指定あり。名字刺繍入り。  

 ジャージ上  6,200 円  

    下  4,700 円  

 短パン  2,350 円  

 半袖シャツ  2,350 円  

上履き   学年色の指定あり。  

 体育館履き兼用。  

 つま先とかかとに記名をする。  

 3,930 円  

クラス章   学年色とクラスナンバーの指定あり。  

 450 円（所属クラスが発表されてから購入してください。）  

生徒証   写真付きの身分証明書として毎日携行してください。  

バッグ   指定はありません。標準服で持ち歩くことを想定してくださ

い。生徒会と相談した結果、以下のような決まりがあります。  

①  大きさ  勉強道具が完全に入るもの。  

②  機能   入り口が閉まるもの。型崩れしにくいもの。  

③  色・柄  派手過ぎず、奇抜でないもの。  

④  その他  アクセサリーなどをつけ過ぎない。  

外履き   校庭で走るのに適した運動靴。  

 通学時に革靴を使用してもよい。  

水筒   中身は水、甘くないお茶、スポーツドリンク。  
 

販売業者 

金ペン堂 

03-3041-3860 

※  購入時に学年を伝え

てください。 

 

 


